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第５章 プランの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プランの内容に意識調査の結果に関する記述がありますが、何も記載が

ない場合は、2016 年度に実施した意識調査の結果を指します。 
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基本目標１ 男女共同参画意識の醸成 

 

基本施策（１）人権・男女共同参画の意識啓発 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 誰もが人権を尊重され、安心して暮らすことができる環境を整備することが男

女共同参画の実現に向けた第一歩となります。 

● あらゆる場面において、固定的な性別役割分担にとらわれることなく、誰もが

自分らしく生きることができるよう男女共同参画を推進していく必要があり

ます。 

● 団体ヒアリングにおいて、「年齢が一定以上の人に、固定的な性別役割分担の

考えを持つ人が多い」や「子育てに関する団体（ＰＴＡ、子ども会）の活動は

母親の役割というイメージが強く、役員は女性が大半となっている。」といっ

た声が聞かれ、様々な分野で固定的な性別役割分担が残っている状況が見られ

ます。 

● 市民調査において、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担に

『反対』の割合が女性で 40.4％、男性で 31.2％となっています。一方で、大

学生調査においては、『反対』の割合が女性で 60.1％、男性で 60.0％と市民調

査に比べて高くなっています。若い世代における固定的な性別役割分担意識は

解消されつつあるものの、まだ幅広い年代においては根強く残っていることが

推察されるため、効果的な啓発活動を行う必要があります。 

● 市民調査において、『男女共同参画社会についての情報を得る機会がない』の

割合が 77.1％と高く、広報や啓発の必要があります。 

● 市民調査では、男女共同参画社会についての情報源として、「行政の広報紙」

が 25.7％であり、「テレビ」の 38.1％、「新聞」の 31.3％に次いで高く、行政

からの広報の重要性が推察されます。 

 

『反対』：「そうは思わない」と「どちらかといえばそう思わない」を合わせた割合 
『男女共同参画社会についての情報を得る機会がない』：「ほとんどない」と「あまりない」

を合わせた割合 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
人権に関する 
広報・啓発 

人権教室を開催することで、理解の促進
を図ります。また、啓発物の配布等を通
じ、人権尊重についての啓発を行います。 

社会福祉課 

２ 
困難な状況におかれて
いる人への支援 

障害や生活困窮に関する相談体制の充実
により、適切な社会的資源へとつなげま
す。 

３ 
男女共同参画に関する 
広報・啓発 

男女共同参画に関する情報紙の発行、広
報紙やホームページへの掲載、男女共同
参画推進事業の実施により、男女共同参
画の意識醸成を図ります。 

市民活動推進課 ４ 
男女共同参画に関する 
意識・傾向の把握 

定期的に幅広い年代への男女共同参画に
関する意識調査を行い、結果を分析する
ことで、市民の意識や傾向を把握します。 

５ 
男女共同参画に関する 
相談の充実 

男女共同参画を阻害する行為について相
談できる体制を整備し、広く周知します。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

男女共同参画社会についての情報を得る機会が
「ほとんどない」、「あまりない」とする割合※ 

77.1％ 2016 65.0％ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方について、
「そう思わない」、「どちらかといえばそう思わ
ない」とする割合※ 

36.6％ 2016 50.0％ 

※意識調査結果 
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基本施策（２）男女共同参画推進のための教育・学習機会の充実 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 男女共同参画社会実現のためには、子どもに対する啓発が必要です。正しい知

識の教授と、性別に関わらず児童や生徒が個性と能力を発揮できる風土づくり

を進めなければなりません。 

● 成長段階にある子どもは、日常生活から経験的に学びを得るため、特に長い時

間を過ごす教育や保育の場において、性別での区分を減らすことで男女共同参

画の意識を根付かせることが重要です。 

● 中学生調査において、「女だから○○しなさい」と言われたことがある女性が

51.2％となっており、2006 年度調査の結果は 52.9％となっていることから、

ほとんど改善されていません。周囲の大人から、性別による行動の制限が課さ

れている現状があります。 

● 中学生調査において、将来の仕事を持つことの重要性については、「大切」と

考える割合が 91.0％と 2006 年度調査に比べて 8.3 ポイント高くなっており、

仕事を持つことに対する意識の高まりが推察されます。それに伴い、キャリア

教育15を充実させ、職業の選択肢を広げる必要があります。 

● 市民調査において、参加したい講座や講演会のテーマについては、「男女が共

同する家事・子育て」が 21.6％、「仕事に関わる技術習得・資格取得」が 20.6％

となっており、男女共同参画の視点を取り入れた学習の機会を提供することに

より、生涯にわたり男女共同参画の意識向上を図る必要があります。 

 

                                                   
15 キャリア教育 

将来、社会的、職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するため

の勤労観や職業観を育てる教育 

重 点 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
男女共同参画意識を 
育む教育・保育の提供 

様々な媒体の活用を通じて、男女共同参画
の視点に立った教育や保育を推進します。
また、研修等により、教職員や保育士等へ
の啓発を行うとともに、男女混合名簿の導
入を促進します。 

学校教育課 
児童課 

２ 
性に関する正しい理解
の促進 

各学校において、授業等を通じ年齢に応じ
た性教育を推進します。 

学校教育課 

３ キャリア教育の提供 
職場体験等の実施により、将来の職業の選
択肢の拡大や、性別にとらわれない職業観
を育みます。 

４ 
生涯にわたる学習機会
の提供 

生涯にわたって自己啓発することができ
るように、男女共同参画の視点を取り入れ
た学習の機会を提供します。 

生涯学習課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

男女混合名簿を導入している小中学校数 
（併用を含む） 

６校（37.5％） 2017 10 校（62.5％） 

学校における男女の地位を「平等」とする割合
※ 

中学生：54.0％ 2016 中学生：60.0％ 

※意識調査結果 
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基本施策（３）多様な性の理解促進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● ＬＧＢＴ等の性的少数者16は、社会生活上様々な困難や苦しみを抱えています。

そのため、多くの市民が多様な性のあり方について正しく理解し、互いに認め

あえる社会の実現に向けた啓発を進めていく必要があります。 

● 団体ヒアリングにおいては、「多様な性の在り方を認識し、互いを認めあい、

尊重しあえる社会づくりが大切」、「理解を促進する勉強会が必要」といった声

が聞かれ、講演会等の開催による正しい理解の普及が求められています。 

● ＬＧＢＴという言葉の認知度は、市民調査で 25.9％、大学生調査で 53.0％、

中学生調査で 11.8％と世代によりばらつきがみられます。特に思春期にはＬ

ＧＢＴであることに起因するいじめ、不登校、メンタルヘルスの不調などのリ

スクも高まるため、認知度を高め、正しい理解を促すことが重要です。（→P.16

参照） 

● 職員アンケートにおいて、ＬＧＢＴ等の性的少数者への対応として行政が行う

べきことは、「トイレなどの公共施設での設備面で配慮すること」が 20.9％と

最も高く、次いで「市職員に対する研修・講習等の実施」が 20.4％となって

います。ハード面の対応とソフト面の対応の両方が必要であると考えられます。 

 

◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
多様な性に関する 
広報・啓発 

多様な性に関する情報を思春期教室な
どの機会に提供するとともに、講演会
等の開催により、正しい理解を促進し
ます。 

市民活動推進課 
健康課 

２ 性に関する相談の充実 
性的少数者からの相談を含め、性に関
する悩みについて、保健師やスクール
カウンセラー等が相談に応じます。 

健康課 
学校教育課 

 

                                                   
16 性的少数者 

性自認、性的指向、性表現のあり方が非典型的である人の総称 
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◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

ＬＧＢＴという言葉の認知度※ 

市 民：25.9％ 

大学生：53.0％ 

中学生：11.8％ 

2016 

市 民：60.0％ 

大学生：80.0％ 

中学生：30.0％ 

多様な性の理解を促進する啓発物の配布 未実施 2017 実施 

※意識調査結果 
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基本目標２ 女性の活躍推進【女性活躍推進計画】 

 

基本施策（１）政策・方針の決定への女性の参画促進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 男女共同参画社会を実現させていくためには、社会の様々な分野において男女

が対等に参画し、ともに責任を果たすことが重要です。しかし、政策や方針決

定の場面では、まだ女性の参画が十分であるとは言えません。 

● 市の審議会等に占める女性委員の割合は2008年度からは2.6ポイント増加し、

2017 年度時点で 30.2％となっています。しかし、第１次プランで立てた目標

の 35.0％には到達しておらず、女性委員が１人もいない審議会等もあります。 

● 団体ヒアリングによると、「北名古屋市は女性議員や市職員に女性が多い」と

いった声が聞かれ、このことが市内事業所や市民に良い影響を及ぼすことが期

待されています。今後も様々な分野や政策決定過程に女性の意見が反映される

よう、女性の参画を促進する必要があります。 

 

◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
女性当事者の意見把握
と計画への反映 

市で策定、推進する各種計画において、
アンケート等を通じ、女性当事者の意
見やニーズの把握と計画への反映に努
めます。 

全課 

２ 
審議会等への女性委員
登用の促進 

市の審議会等に占める女性委員割合の
さらなる向上に努めます。また、女性
委員のいない審議会等の解消に努めま
す。 

３ 
男女共同参画推進 
人材データベース17の
整備・活用 

男女共同参画推進人材データベースの
充実を図り、審議会等への見識のある
市民の登用を推進します。 

市民活動推進課 

 

                                                   
17 北名古屋市男女共同参画推進人材データベース 

愛知県男女共同参画人材育成セミナー修了生を中心とする、男女共同参画に関する正しい理解と見識を持っ

た者のデータベース 

重 点 
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◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

市の審議会等に占める女性委員の割合 30.2％ 2017 37.0％ 

１人以上女性委員が登用されている審議会等
の割合 

90.6％ 2017 100.0％ 
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基本施策（２）女性のエンパワメントと就労支援 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 女性の社会参画を促進するにあたり、就業は大切なものです。「女性活躍推進

法」では、「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること」が一層重要で

あると記されています。 

● 市民調査では、女性の職業と生活設計の考え方について、女性で「子どもがで

きたら職業をやめ、育児などがひと段落したら再び職業をもつ方がよい」が

29.8％と最も高く、次いで「結婚、出産後も職業を続けるが、パートタイムに

切り替えるなど負担を軽くする方がよい」が 20.6％、「結婚、出産後もずっと

職業を続けるほうがよい」が 19.2％となっており、職業を持つことを前向き

にとらえる女性が多くなっています。 

● 職員アンケートにおいて、女性職員の半数以上が管理職に登用されることを望

んでいません。その理由として、「管理職を務める自信がない」が 66.7％と最

も高く、キャリアアップに関する研修などにより、意欲を高めるとともに、周

囲の理解と環境の整備を促す必要があります。 

● 事業所調査では、女性の管理職登用への意向として、「本人の能力や意思によ

って男女の区別なく管理職へ登用したい」が 54.0％と最も高くなっています

が、女性管理職の割合は 15.9％にとどまっています。（→P.９参照） 

● 事業所調査では、女性の管理職への登用や人材活用にあたっての課題として、

「家庭生活（家庭、育児、介護等）の負担を考慮する必要がある」が 49.3％

で最も高く、男性も含めた家庭生活と仕事の両立支援が必要です。また、「管

理能力の面で必要な知識や判断力を有する女性の人材が不足している」が

27.5％と３番目に高く、女性活躍のための支援が必要です。（→P.10 参照） 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
就労に関する 
情報提供・相談の充実 

ハローワークとの連携や適性検査の実
施により、利用者に合った仕事の情報提
供や相談体制を充実させるとともに、子
育てや介護に関する情報を提供します。 

商工農政課 
児童課 

高齢福祉課 

２ 女性の起業支援 
起業に関するセミナー等の実施により、
女性の起業を支援します。 

市民活動推進課 
商工農政課 

３ 女性活躍の支援 
キャリアアップなどの女性活躍に資す
るセミナー、研修等を実施します。 

人事秘書課 
市民活動推進課 

４ 
市役所・民間企業 
における女性管理職 
登用の促進 

市役所が率先垂範して、女性管理職の登
用を積極的に行うとともに、民間企業に
おける女性管理職の登用を促します。 

人事秘書課 
市民活動推進課 

５ 
女性活躍の取り組みが
優良な企業・事業所の
支援 

女性の活躍やワーク・ライフ・バランス
推進等に積極的に取り組む企業や事業
所を評価し、その活動を支援します。 

市民活動推進課 
商工農政課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

女性活躍に向けたセミナー・研修の実施回数 ２回 2017 ４回 

市職員の女性管理職の割合（一般行政職18） 14.8％ 2017 20.0％ 

えるぼし認定企業19・あいち女性輝きカンパニ
ー20の事業所数 

１事業所 2017 10 事業所 

 

                                                   
18 一般行政職 

保育士、保健師などの専門職及び清掃員、用務員、調理員などの技能労務職を除いた、主に一般事務に従事

する行政職員 

19 えるぼし認定企業 
一般事業主行動計画の策定と届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良で

あると厚生労働大臣が認定した企業 

20 あいち女性輝きカンパニー 
トップの意識表明や女性の管理職登用、仕事と家庭の両立支援など、女性の活躍促進に向けての取組を行っ

ている企業として愛知県が認証した企業 
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基本目標３ 働き方の改革 

 

基本施策（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 誰もが能力や個性を発揮し、やりがいを感じながら働き、同時に家庭や地域活

動に積極的に参画する時間を充実させるため、ワーク・ライフ・バランスの実

現が必要です。 

● 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度は、中学生調査において

4.9％、大学生調査において 25.0％とまだまだ低い現状があります。 

● 市民調査において、仕事と家庭生活または地域活動について現実の生き方は、

『仕事優先』の割合が女性では 40.1％、男性では 78.6％となっています。ま

た、『家庭・地域優先』の割合が女性では 32.6％、男性では 3.9％となってい

ます。特に男性は仕事を優先し、家庭生活や地域活動に参画できていない現状

があります。 

● 市民調査では、ワーク・ライフ・バランスを推進することで得られる効果につ

いて、「家事･育児などの役割を男性が担いやすくなり、女性の負担が少なくな

る」が 50.6％と最も高く、次いで、「仕事を持つ男女が子どもと関わる時間が

増え、安心して子どもを産み育てられる」が 49.9％となっています。ワーク・

ライフ・バランスの実現が少子化等の社会的課題の解決に資するものだと認識

されています。 

● 事業所調査では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み状況につ

いて、「取り組んでいる」が 35.5％と最も高く、次いで「今後、取り組みたい

と考えている」が 26.1％とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組

みに前向きな事業所が６割を超えています。一方で、「ワーク・ライフ・バラ

ンスについて知らない」の割合が 17.5％となっており、更なる啓発が必要で

す。 

 

 

 

『仕事優先』：「家庭生活または地域活動よりも、仕事に専念する」と「家庭生活または地
域活動に携わるが、あくまで仕事を優先させる」を合わせた割合 

『家庭・地域優先』：「仕事よりも、家庭生活または地域活動に専念する」と「仕事に携わ
るが、家庭生活または地域活動を優先させる」を合わせた割合 



 

51 

 

第
５
章 

プ
ラ
ン
の
内
容 

◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
ワーク・ライフ・バランスに
関する広報・啓発 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報
を広報紙やホームページへ掲載すると
ともに、セミナー等を開催します。 

市民活動推進課 

２ 
市内企業・事業所への 
働きかけ 

市内企業や事業所に対し、国及び県にお
ける労働環境改善に関する施策の情報
提供を行います。 

商工農政課 

３ 
市役所内の 
ワーク・ライフ・バランスの
推進 

市職員の意識を高めるため、市役所内に
おいて、ワーク・ライフ・バランスに関
する研修や情報提供を行います。 

人事秘書課 
市民活動推進課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

「家庭生活または地域活動と仕事を同じ 
ように両立させる（現実）」男性の割合※ 

7.7％ 2016 15.0％ 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて 
「取り組んでいる」、「今後、取り組みたいと
考えている」とする事業所の割合※ 

61.6％ 2016 80.0％ 

※意識調査結果 
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基本施策（２）男性の家庭参画の促進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 家庭における男女共同参画を実現させるため、男女ともに子育てや家事、介護

に積極的に参画し、協力しあうことが大切です。 

● 団体ヒアリングにおいて、「子育てや教育の場で活躍する男性を増やすシステ

ムづくりが必要」、「父親として子育てに参画することや、親の介護をすること

を希望しても、勤務体制や風潮が壁をつくっている」といった声がありました。

子育てや介護に対する意欲はあっても、働き方や社会的認識が足かせとなって

いることから、それらを取り除くための支援が必要です。 

● 団体ヒアリングにおいて、「女性の方が家事分担の割合は多いと感じる」、「夫

などが早く帰宅でき、ともに家事、育児をできるよう社会全体での変化が必要」

といった声がありました。女性の社会参画を促進していくためには、同時に男

性の家庭参画が必要とされています。 

● 市民調査では、望ましい家事分担の在り方として「男女が協力して行う」と回

答した割合が 68.1％と最も高くなっています。しかし、現実の分担としては

いずれも「平等に分担」よりも『女性が担当』の割合が高くなっています。（→

P.６参照） 

● 市民調査では、男性の育児休業の取得について、取得を肯定する割合が全体の

70.6％と高くなっています。一方で、事業所調査において、育児休業の取得率

は女性では 93.6％と高いものの、男性では 6.0％と非常に低くなっています。

男性が育児休業を取得しにくい理由としては、「職場に取りやすい雰囲気がな

いから」が 70.0％と最も高く、次いで「取ると仕事上、周囲に迷惑がかかる

から」で 66.8％となっています。職場全体での意識や雰囲気づくり、代替人

員の確保等の仕組みづくりが必要とされています。（→P.７･P.９参照） 

● 市民調査において、参加したい講座や講演会のテーマとして、「男女が共同す

る家事・子育て」が 21.6％と最も高く、関心が高い分野となっています。 

 

 

 

 

重 点 

『女性が担当』：「すべて女性が担当」と「主に女性が担当、男性は手伝う程度」を合わせ
た割合 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
男性の育児休業・介護
休業取得の広報・啓発 

男性の育児休業や介護休業の取得を促
進するため、広報紙やホームページへの
掲載、セミナー等の開催、市職員への情
報提供等を行います。 

市民活動推進課 
人事秘書課 

２ 
勤労世代の男性を対象
としたライフプラン講座等
の開設 

勤労世代の男性を対象に、ライフデザイ
ンの参考になる講座やセミナーを開催
します。 

市民活動推進課 

３ 
男性の家事・子育て技術
習得の支援 

男性が家事や子育ての技術を身につけ
ることができるよう、男性も参加しやす
い講座や教室を開催します。 

健康課 
児童課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

市内事業所における男性の育児休業取得率※ 6.0％ 2016 15.0％ 

勤労世代の男性を対象としたライフプラン講
座の実施 

未実施 2017 実施 

※意識調査結果 
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基本施策（３）働きやすい労働環境の促進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 誰にとっても能力を発揮しやすく、働きやすい職場を作ることで、職場におけ

る男女共同参画が実現します。そのために「男女雇用機会均等法21」や「育児・

介護休業法22」などの関連法制度の正しい理解が重要です。 

● 男女雇用機会均等法の認知度については、市民調査では 62.5％、大学生調査

では 67.0％、中学生調査では 12.6％となっています。男女雇用機会均等法等

の関連法の理解が広がることで、働きやすい労働環境が促進されます。（→P.16

参照） 

● 市民調査において、女性が働き続けるために必要なことについては、「育児･介

護休業制度の充実」が 61.9％、「結婚・出産・育児・介護のために退職した場

合の再雇用制度の充実」が 51.6％となっており、育児休業等の制度や離職後

に職場復帰できる制度の充実が求められています。また、「女性が働くことに

対する家族や周囲の理解と協力」が 49.6％、「職場の理解」が 45.3％となって

おり、制度を利用しやすい環境や、女性が働くことへの理解と協力が求められ

ています。（→P.９参照） 

● 市民調査において、全体の 66.3％が何らかのセクシュアル・ハラスメントを

見聞きしたり、被害に遭うなどの経験をしています。その内容は「「女のくせ

に」「男のくせに」と差別的な言い方をする」が 33.3％と最も高く、次いで「容

姿について傷つくようなことを言う」が 31.7％、「性的な経験、冗談を言った

り、聞いたりする」が 28.2％となっています。ハラスメント防止に関する正

しい理解を促進することで被害を減らす必要があります。（→P.22 参照） 

● 事業所調査において、ハラスメント防止に向けた取り組みについては、「就業

規則等にハラスメント防止についての方針を明示している」が 46.9％と最も

高く、次いで「苦情や相談体制の整備をしている」が 46.4％となっています。

一方で 29.9％の事業所が「取り組みはしていない」と回答しており、更にハ

ラスメントの防止を啓発する必要があります。（→P.23 参照） 

                                                   
21 男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律） 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及

び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律 

22 育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律） 
育児または家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図ることにより、職業生活と家庭生

活との両立が図られることを目的する法律 

https://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E9%87%8E-623600
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%85%E9%81%87-556784
https://kotobank.jp/word/%E7%A2%BA%E4%BF%9D-460735
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
就業に関する法律及び
制度等の啓発 

男女雇用機会均等法などの労働関連法
等の趣旨や内容の周知を行い、遵守を呼
びかけるとともに、多様な働き方につい
て啓発します。 

商工農政課 

２ 
職場における 
ハラスメント防止対策
の啓発 

市内の企業や事業所に向けて、ハラスメ
ントの防止に関する情報提供を行うと
ともに、市役所が率先垂範してハラスメ
ントの防止に努めます。 

商工農政課 
人事秘書課 

３ 
市内事業所等へのポジ
ティブアクション23の
啓発 

市内の企業や事業所へ、男女共同参画社
会の実現に向けたポジティブアクショ
ンの趣旨や必要性を周知し、実施を呼び
かけます。 

商工農政課 

４ 
ファミリー・フレンド
リー企業24の登録促進 

仕事と育児や介護の両立を支援するた
め、ファミリー・フレンドリー企業に登
録するメリットについて情報提供を行
い、登録を促進します。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

就業規則にハラスメント防止について 
方針を示している事業所の割合※ 

46.9％ 2016 60.0％ 

市内のファミリー・フレンドリー企業登録数 ６社 2017 10 社 

※意識調査結果 

 

                                                   
23 ポジティブアクション 

社会的、構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することな

どにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置 

24 ファミリー・フレンドリー企業 
仕事と育児・介護・地域活動など仕事以外の活動を両立できるよう積極的に取り組んでいる企業 
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基本目標４ 地域における男女共同参画推進 

 

基本施策（１）男女共同参画に取り組む団体の育成 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 男女共同参画社会を実現するためには、市民団体等による地域に根ざした活動

が重要です。 

● 地域活動や団体活動を通じて、地域力の向上や多様な地域課題の解決をするだ

けでなく、男女共同参画の視点を加えることで、誰もが自分らしく輝ける環境

を整えていく必要があります。 

● 本市では、男女共同参画関連団体とアドバイザーからなる男女共同参画連絡会

25を開催し、団体の現状や抱えている課題等を共有するとともに、各団体の男

女共同参画に関する理解を深めています。 

● 団体ヒアリングによると、活動人員や資金の不足を課題とする団体が多くなっ

ています。また、他団体との連携を希望する意向も強く、連携による課題解決

が期待されています。 

● 団体ヒアリングによると、男女共同参画に関する活動を進めるにあたって、「男

女共同参画に関する情報や学習機会の提供」や「イベント等の協働による事業

の実施支援」を求める声が多くありました。 

 

                                                   
25 北名古屋市男女共同参画連絡会 

北名古屋市内の男女共同参画関連団体と男女共同参画に関する有識者（アドバイザー）で構成され、団体間

の連携と男女共同参画に関する正しい理解を深めることを目的とする集まり 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 団体間の連携支援 

男女共同参画に関する取り組みを行う団
体同士の連携を支援するために、男女共
同参画連絡会等を開催し、各団体の現状
や課題の共有を促します。 

市民活動推進課 ２ 団体への情報提供 
男女共同参画に関する取り組みを行う団
体に対し、男女共同参画に関する知識や
社会情勢などの情報を提供します。 

３ 団体の活動支援 

男女共同参画に関する取り組みを行う団
体に対し、補助金の積極的活用を促した
り、事業を共催することにより、活動の
活性化を図ります。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

男女共同参画連絡会の参加団体数 11 団体 2017 15 団体 

補助金を活用し、男女共同参画社会の実現に
資する取り組みを行う団体数 

２団体 2017 ４団体 
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『男性優遇』：「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇
されている」を合わせた割合 

 
基本施策（２）市民活動・地域活動への参画促進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 男女共同参画社会の実現には、家庭や職場だけでなく、生活に密着した地域活

動に誰もが参画することが重要であり、これまでのしきたりや慣行からの脱却

が必要です。 

● 市民調査において、「家庭生活または地域活動と仕事を同じように両立させる」

事が望ましいと考える割合が 45.4％を占める一方で、現実には 11.3％しか両

立できていないという現状があります。 

● 市民調査において、地域活動の場での男女の地位の平等感については、『男性

優遇』の割合が 42.5％と高くなっていることから、地域レベルで男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みが必要です。 

● 団体ヒアリングによると、「町内会等の出席者・役員ともに男女が区別なく役

割を担い、ともに意見を出し、課題解決をしている」という声がある一方で、

「自治会役員は圧倒的に男性が多い」や「固定的な性別役割分担により、町内

会等の役員は男性という意識が根付いてしまっている」という声も多く、地域

活動における男女共同参画の状況には差が見られます。 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
市民活動・地域活動の
情報提供 

様々な活動への参加を促進するために、
市民活動や地域活動に関する情報を広報
紙やホームページに掲載します。 

全課 

２ 
行事に参加しやすい 
環境の整備 

行事に誰もが参加しやすくなるよう、日
時、場所、託児環境の確保などについて
配慮します。 

３ 
市民活動団体に対する
支援 

団体活動の活性化を図るため、市民活動
団体に対し、市民協働推進事業補助金26の
交付や、市民活動相談等を実施します。 

市民活動推進課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

地域活動における男女の地位を「平等」 
とする割合※ 

市 民：25.5％ 2016 市 民：40.0％ 

市民活動登録団体数 36 団体 2017 60 団体 

※意識調査結果 

 

                                                   
26 北名古屋市市民協働推進事業補助金 

市民が主役で、豊かに暮らすことができるまちづくりを推進するため、市民活動団体が行う公益社会貢献事

業として審査、採択された事業に対する補助金 
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基本目標５ ＤＶの根絶【ＤＶ対策基本計画】 

 

基本施策（１）ＤＶの予防・啓発 

◇◆現状・課題◆◇ 

● ＤＶはあってはならないものであり、重大な人権侵害です。しかし、市民調査

によると、本市のＤＶ被害経験者は 32.5％に上っており、さらにその中で「命

の危険を感じる、医師の治療が必要となる程度の暴行を受ける」という重大な

暴力の被害経験者は 2.8％となっています。ＤＶ被害者を生まないよう、予防

と啓発が重要です。（→P.18 参照） 

● 中学生調査によると、男女交際において「メール、ＳＮＳ等の返信が遅いとい

つも怒る」、「だれとどこにいたのか、しつこく聞く」、「言うことを聞かないと

不機嫌になる」といった行為を「別に変だと思わない」と感じる割合がいずれ

も２割～３割みられます。これらはデートＤＶに該当するにも関わらず、違和

感を持っていないため、若い世代に対するＤＶやデートＤＶに関する正しい知

識の啓発が必要です。（→P.19 参照） 

● 団体ヒアリングによると、「虐待やＤＶに関して、正しい知識や情報を共有し

あうための学習の機会をもつこと」を求める声が多く、どのようなことが虐待

やＤＶにあたるのか、また、被害を受けた際にはどのような対応をとればよい

のかを周知することが必要です。 

● 市民調査において、女性でＤＶ被害の割合が高いものの、男性でも「大声でど

なられる」や「何を言っても無視される」で 15％前後の被害者がみられます。

2006 年度調査と比較しても男性ＤＶ被害者は増加している状況です。（→P.18

参照） 

● 職員アンケートにおいて、市民からのＤＶの相談を受けた経験がある割合は

17.5％となっています。その際の困りごとについては「どこの専門機関につな

げばいいかわからなかった」が 21.2％となっています。関係機関との連携を

強化し、速やかな対応ができる環境を整える必要があります。 

 

重 点 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
ＤＶ・デートＤＶに 
関する正しい知識の 
周知・啓発 

ＤＶやデートＤＶに関する啓発資料の
掲示、広報紙やホームページへの掲載、
セミナーの開催等とともに、教育現場で
の周知や啓発を行います。 

市民活動推進課 
健康課 

学校教育課 

２ 
男性ＤＶ被害者向けの
啓発 

男性のＤＶ被害者の存在や被害を受け
た場合の相談先を広報紙やホームペー
ジに掲載します。 

市民活動推進課 

３ 
ＤＶ被害の早期発見・
関係機関との連携強化 

ＤＶ対策庁内連絡会議27を開催し、関係
各課の連携を図るとともに、庁内におけ
るＤＶ事案対応のマニュアル化を行い
ます。 

全課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

ＤＶ被害者の割合※ 
市 民：32.5％ 

大学生：17.0％ 
2016 

市 民：25.0％ 

大学生：10.0％ 

デートＤＶという言葉を「知っている」 
とする割合※ 

中学生：6.3％ 2016 中学生：20.0％ 

ＤＶ事案庁内対応マニュアルの作成 未実施 2017 実施 

※意識調査結果 

 

                                                   
27 北名古屋市ＤＶ対策庁内連絡会議 

関係各課が集まりＤＶに関する情報共有等を行うことで、庁内関係課の連携体制を強化し、効果的なＤＶ対策を進める

ことを目的とする会議 
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基本施策（２）ＤＶ被害者への支援 

◇◆現状・課題◆◇ 

● ＤＶ被害者への支援では、安全の確保と自立支援が大切になります。そのため、

専門スタッフによる相談対応や一時保護などにより、被害者を支えていく必要

があります。 

● 団体ヒアリングによると、「市が設置する相談体制は整っている。一般の方へ

の周知を強化するとよい」という声がありました。相談窓口を身近に感じ、小

さなことでも相談できるよう、相談窓口等の周知が重要です。 

● 市民調査では、ＤＶを受けた場合の相談の有無について、「相談できなかった

（できない）」、「相談しようと思わなかった（思わない）」を合わせた割合が女

性で 30.0％、男性で 39.4％となっており、男性被害者が相談しにくい現状が

あります。（→P.20 参照） 

● 市民調査では、ＤＶ被害を「相談できなかった（できない）」、「相談しようと

思わなかった（思わない）」理由として、「相談しても無駄だと思うから」が

38.4％で最も高く、「相談するほどのことではないと思うから」が 28.6％で４

番目に高くなっており、相談の重要性が認識されていません。また、「恥ずか

しくて誰にも言えないから」が 31.0％で２番目に高く、「誰（どこ）に相談し

てよいかわからないから」が 26.1％で５番目に高くなっており、相談しやす

い環境づくりと相談窓口の周知が必要です。 

● ＤＶ被害者が被害にあった背景や、被害者自身の身体や精神の状態、家族との

関係等は様々であるため、それぞれの実情にあった支援が重要です。 

● 再犯防止の観点から、加害者支援の必要性も高まっています。 

 



 

63 

 

第
５
章 

プ
ラ
ン
の
内
容 

◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
ＤＶ被害者相談体制の 
充実 

相談窓口の周知に努めるとともに、専門
スタッフによる対応により社会的資源へ
とつなげます。 

家庭支援課 ２ ＤＶ被害者の自立支援 
ＤＶ被害者が安全に自立した生活を送る
ことができるよう個々に応じたプランを
作成し、支援を行います。 

３ ＤＶ被害者の安全確保 
関係機関と連携し、母子生活支援施設28や
シェルター29においてＤＶ被害者の安全
を確保します。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

ＤＶ被害を受けた場合に相談した 
（相談するつもりである）人の割合※ 

市 民：56.2％ 

大学生：73.0％ 
2016 

市 民：70.0％ 

大学生：90.0％ 

ＤＶ相談従事者の研修・セミナー受講率 42.9％ 2016 100.0％ 

※意識調査結果 

 

 

                                                   
28 母子生活支援施設 

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に

準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設 

29 シェルター 
配偶者や交際相手などから暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設 
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基本目標６ 安心で快適な環境整備 

 

基本施策（１）子育て・介護がしやすい環境の整備 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 職業を持つ女性が増え、共働きの家庭が増加しています。このような背景によ

り、保育サービスや介護サービスの需要が高まっています。 

● 本市では「北名古屋市子ども・子育て支援事業計画30」、「北名古屋市介護保険

事業計画・高齢者福祉計画31」に基づき、保育サービスや高齢者福祉・介護サ

ービスの充実に努め、特に保育環境の確保には力を入れています。 

● 市民調査において、今後、市が男女共同参画のまちづくりのために重点的に取

り組むべきこととして、「男女の職業生活と家庭・地域生活の両立を支援する

環境（保育・介護サービスなど）を整備すること」が 38.5％と最も高くなっ

ています。 

● 大学生調査において、少子化の原因について「保育園など子育てを支援する環

境が不十分」と回答する割合が 50.0％であり、子育て環境の需要が高くなっ

ています。 

● 事業所調査において、男女共同参画やワーク・ライフ・バランスを推進するた

めに、市に期待することとして、「保育施設や保育サービスを充実させる」が

54.5％と最も高く、次いで「高齢者や病人のための施設や介護サービスを充実

させる」が 42.2％となっています。 

● 団体ヒアリングでは「母親の子育てへの負担やストレスによるネグレクト32、

心理的虐待33」などを危惧する声がありました。母親のみの孤立した育児が社

会問題となっており、相談や交流の場を提供する必要があります。 

 

                                                   
30 北名古屋市子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て関連 3法に基づき、北名古屋市の実情に応じて策定した子ども・子育て支援の計画 

31 北名古屋市介護保険事業計画・高齢者福祉計画 
介護保険法及び老人福祉法に基づき策定した、介護保険事業及び高齢者の保健福祉に関する計画 

32 ネグレクト 
子どもの健康や安全に配慮しない、子どもからの情緒的欲求に応えない、食事、衣服、住居などが極端に不

適切など、保護者としての監護を著しく怠る児童虐待 

33 心理的虐待 
ことばによる脅かし、無視や拒否的な態度など、子どもに対する著しい暴言や拒絶的な対応で心理的外傷を

与える児童虐待 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
多様な市民ニーズを反
映させた保育サービス 
の充実 

通常保育に加え、延長保育、一時保育、
休日保育、病児・病後児保育等の市民の
多様なニーズを踏まえ、保育サービスの
充実を図ります。 

児童課 ２ 子育て支援事業の充実 

子育てをしている市民を支援するため
に、児童館、子育て支援センター、ファ
ミリー・サポート・センター34、児童ク
ラブを充実させます。 

３ 
子育てに関する相談の
充実 

子育てに関する様々な不安を解消できる
よう専門スタッフが相談に応じます。 

４ 
ひとり親家庭に対する 
支援の充実 

ひとり親家庭でも安心して子育てができ
るよう、相談窓口の開設や自立に向けた
各種支援事業や給付金制度の周知を行い
ます。 

家庭支援課 

５ 介護サービスの充実 

利用可能なサービスを充実させ、利用者
に合わせた介護を提案します。また、介
護負担を軽減するため、家族介護者の支
援にも努めます。 

高齢福祉課 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

保育園における待機児童数 
（各年４月１日時点） 

０人 2017 ０人 

ファミリー・サポート・センター援助会員数 177 人 2017 200 人 

家族介護者支援事業の参加者数 72 人 2016 100 人 

 

 

                                                   
34 ファミリー・サポート・センター 

子育て支援を目的として、子育ての援助を行いたい方(援助会員)と子育ての援助を受けたい方(依頼会員)が

お互いに助けあう会員組織 
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基本施策（２）男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

◇◆現状・課題◆◇ 

● 東日本大震災などの過去の災害では、避難所において授乳や着替えをする場所

が確保されていないなど、災害対策における女性の視点の欠如が明らかになり

ました。また、「女性だから」という理由で食事準備や清掃等の固定的な役割

を割り振られるという事例がありました。 

● 2013 年５月に、内閣府男女共同参画局から、「男女共同参画の視点からの防

災・復興の取り組み指針」が打ち出されました。防災対策などの計画段階から

女性の意見を取り入れ、発災後から復旧段階に至るまで女性への配慮を行うこ

とが必要とされています。 

● 団体ヒアリングによると、「防災・災害時において、女性の立場で対策を考え

ることは非常に重要であり、対策を講じることが必要である」という声があり

ました。非常時だからこそ平時では気付かない配慮が必要になるため、様々な

視点からの災害対策を進めていくことが重要です。 

● 市民調査では、防災活動において必要な取り組みとして「避難所の設備（男女

別トイレ、更衣室、防犯対策等）」が 81.3％と最も高く、次いで「乳幼児、高

齢者、病人、女性（女性用品等）に対する備えやニーズの把握、支給する際の

配慮」が 74.5％となっています。また、「避難所の運営の責任者に女性が配置

され、被災者対応に男女双方の視点が入ること」が 52.6％と約半数がその必

要性を認めています。災害時のハード面の整備はもちろん、ソフト面でも女性

の視点を取り入れる必要があります。 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 
男女の視点を取り入れた 
防災計画の推進 

防災会議において女性委員を登用するこ
とで、女性の意見を市の防災・災害対策
に反映させます。 

防災交通課 ２ 
男女の視点を取り入れた 
避難所運営・環境の整
備 

避難所での生活に関し、男女双方の人権
を尊重しつつ、安心と安全を確保するた
めの運営が行われるよう対策を講じま
す。 

３ 
男女が共に参画する 
地域防災活動の促進 

町内会や自主防災会等の地域防災組織に
おいて、積極的に女性の参画を促進しま
す。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

防災会議に占める女性委員の割合 11.1％ 2017 35.0％ 

女性消防団員の加入者数 11 人 2017 20 人 
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基本施策（３）こころとからだの健康づくり支援 

◇◆現状・課題◆◇ 

● こころもからだもいきいきと健康な生活を送るために、各種検診や健診、相談

体制を充実させるとともに、市民と協働しながら健康増進活動を行う必要があ

ります。 

● 女性は、妊娠や出産などライフステージにおける大きな心身の変化に直面する

ことがあります。男女それぞれに特有の健康上の課題や、病気などもあること

から、男女がお互いの身体の違いを十分に理解し、相手に対して思いやりをも

つことが重要です。 

● 市民調査において、今後、市が男女共同参画のまちづくりのために重点的に取

り組むべきこととして、「心と体の健康管理など生涯を通じた心身の健康づく

りを支援する」が 16.1％となっています。性別や年代ごとのニーズの違いを

汲み取った支援が必要です。 

● 健康を保つことの重要性について、大学生調査では 93.0％、中学生調査では

86.0％が大切であると答えています。若い世代から健康に対する意識が高く、

健康に関する情報の提供などが求められています。 
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◇◆取り組み内容◆◇ 

No. 取り組み 内 容 担当課 

１ 各種検診・健診の実施 
生活習慣病及び男性、女性特有の疾病の
予防と早期発見のため、各種検診や健診
を実施します。 

健康課 

２ 
こころとからだに関する 
相談の充実 

健康問題で不安がある市民が気軽に相
談できるよう、成人健康相談、こころの
健康相談の充実を図ります。 

３ 
ライフステージに応じた
支援 

妊娠、出産、子育てのライフステージに
合わせた支援事業、思春期教室、パパマ
マ教室、赤ちゃん訪問、育児相談等を推
進します。 

４ 
健康に関する正しい 
知識の広報・啓発 

市民のニーズを踏まえ、健康に関する
様々なテーマで健康教室を開催し、正し
い知識の提供を行います。 

５ 
市民の主体的な 
健康増進活動の支援 

20 歳以上の市民の中から健康づくり推
進員35を募集し、地域における健康増進
活動を推進します。 

 

◇◆成果目標◆◇ 

項 目 実績値 年度 
数値目標 

（2027 年度） 

特定健康診査の受診率 34.7％ 2016 50.0％ 

乳がん検診の受診率 21.4％ 2016 50.0％ 

子宮がん検診の受診率 22.0％ 2016 50.0％ 

赤ちゃん訪問事業36の訪問率 95.6％ 2016 100.0％ 

                                                   
35 北名古屋市健康づくり推進員 

健康で明るく文化的な生活を保持増進するため、健康づくりに関する正しい知識の普及や市の保健事業に協

力する健康づくりの実践活動者 

36 赤ちゃん訪問事業 
赤ちゃんが生まれた全てのご家庭に、赤ちゃん訪問員や保健師、助産師が訪問し、子育てに関する情報の提

供や子育ての悩みや健康面の不安などの相談に応じる事業 
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